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日本は、度重なる大災害により、様々な被害がもたらされてきましたが、災害から得られた教訓を踏まえて対

策が強化されてきました。

1959年（昭和34年）の伊勢湾台風（台風第15号）は、台風災害としては明治以降最多の死者・行方不明者数

5,098名に及ぶ被害が生じました。

この災害を契機として、今日の我が国の防災対策の原点となっている「災害対策基本法」が制定されました。

1995年（平成７年）の阪神・淡路大震災は、観測史上最大の震度7の直下型地震が大都市を直撃し、死者数の

約8割の方が家屋の圧壊等により亡くなり、密集市街地を中心とした大規模な市街地延焼火災の発生、高速道路

の高架橋の倒壊等、多大な人的・物的被害が発生しました。

こうした教訓から、住宅・建築物の耐震化、密集市街地対策、インフラの耐震性強化などに着手しました。

また、家屋倒壊で家の下敷きになった人の多くが、近所の人々によって救出されたことなどから、「自助」、「共

助」の大切さが認識されました。

2011年（平成23年）の東日本大震災は、国内観測史上最大のM9.0の巨大地震と遡上高が40mを越える大

津波となり、防潮堤などは津波を遅らせる等の効果がありましたが、完全に防ぐことができず、多くの方が死亡・

行方不明となる大災害となりました。

また、帰宅困難者やガソリン不足などの深刻な問題が発生しました。一方、「釜石の奇跡」のように日ごろから

の防災教育に基づいた避難行動が命を救った例もありました。

これらの教訓から、インフラ整備等のハード対策のみならず、わかりやすい防災情報の発信や避難訓練等のソ

フト対策を組み合わせた、総合的な対策の必要性が認識されました。

なぜ、国土強靱化なのですか？

大災害の教訓

伊勢湾台風の被害状況
（写真提供：愛知県）

阪神高速道路の高架橋の倒壊
（写真提供：神戸市）

消防局職員と消防団員による
行方不明者の捜索活動
（写真提供：仙台市）

我が国は、これまで様々な大規模自然災害を経験してきましたが、その度に甚大な被害を受け、 長期間

にわたり復旧・復興を図る「事後対策」を余儀なくされてきました。

国土強靱化は、災害に対する事前の備えとして、予断を持たずに最悪の事態を念頭に置き、人命を最大

限に守り、また経済社会が致命的な被害を受けず、被害を最小化して迅速に回復する、「強さとしなやかさ」

を備えた安全・安心な国土・地域・経済社会を構築することを目指しています。
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人 的 被 害 ：死者・行方不明者７２2人
※関連死等含む

住 家 被 害 ：全壊6,536棟、半壊23,707棟
主な被災地 ：石川県
発 生 期 間 ：R6.1.1

⑮R6 能登半島地震

平成28年以降に発生した主な災害

人 的 被 害 ：死者273人※関連死等含む
住 家 被 害 ：全壊8,667棟、半壊34,719棟
主な被災地 ：熊本県、大分県
発 生 期 間 ：H28.4.14・4.16

※震度７観測日

①H28 熊本地震

人 的 被 害 ：死者・行方不明者29人
住 家 被 害 ：全壊518棟、半壊2,281棟
主な被災地 ：北海道、東北地方
発 生 期 間 ：H28.8.28～8.31

② H28 台風第10号

人 的 被 害 ：死者・行方不明者29人
住 家 被 害 ：全壊59棟、半壊118棟
主な被災地 ：静岡県熱海市
発 生 期 間 ：R3.7.1～7.18

⑫R3 ７月１日からの大雨

※国土強靱化推進室調べ（R8.３）

人 的 被 害 ：死者・行方不明者88人
住 家 被 害 ：全壊1,627棟、半壊４,535棟
主な被災地 ：九州地方、中部地方
発 生 期 間 ：R2.7.3～7.31

⑩R2 7月豪雨

凡 例 風水害 地震 火山 雪害

今後、発生が予想されている巨大地震

（出典：首都直下地震対策検討ワーキンググループ 報告書（内閣府））

首都直下地震 被害想定（都心南部直下地震〔M7.3〕）

資産等の直接被害約45兆円
生産・サービス低下による被害
約38兆円

●全壊・焼失棟数：
最大約40万棟

●死者：最大約1万8千人

●経済的被害：約83兆円

人 的 被 害 ：死者・行方不明者44人
住 家 被 害 ：全壊338棟、半壊1,101棟
主な被災地 ：福岡県、大分県
発 生 期 間 ：H29.6.30～7.10

③H29 九州北部豪雨

人 的 被 害 ：死者・行方不明者271人
住 家 被 害 ：全壊6,783棟、半壊11,346棟
主な被災地 ：中国地方、四国地方
発 生 期 間 ：H30.6.28～7.8

⑤H30 7月豪雨

人 的 被 害 ：死者14人
住 家 被 害 ：全壊68棟、半壊833棟
主な被災地 ：東海地方、近畿地方
発 生 期 間 ：H30.9.3～9.5

⑥H30 台風第21号
人 的 被 害 ：死者43人
住 家 被 害 ：全壊469棟、半壊1,660棟
主な被災地 ：北海道
発 生 期 間 ：H30.9.6

⑦H30 北海道胆振東部地震

人 的 被 害 ：死者9人※関連死等含む
住 家 被 害 ：全壊457棟、半壊4,806棟
主な被災地 ：千葉県、神奈川県
発 生 期 間 ：R1.9.7～9.10

⑧R1 房総半島台風

人 的 被 害 ：死者・行方不明者121人
※関連死等含む

住 家 被 害 ：全壊3,263棟、
半壊30,004棟

主な被災地 ：東北地方、関東甲信越地方
発 生 期 間 ：R1.10.10～10.13、

R1.10.24～10.26

⑨R1 東日本台風※

※低気圧による大雨の被害を含む

人 的 被 害 ：死者4人
住 家 被 害 ：全壊224棟、半壊4,630棟
主な被災地 ：東北地方
発 生 期 間 ：R4.3.16

⑭R4 福島県沖を震源とする地震

人 的 被 害 ：死者13人
住 家 被 害 ：全壊45棟、半壊1,321棟
主な被災地 ：九州地方、広島県、長野県
発 生 期 間 ：R3.8.11～8.19

⑬R3 ８月11日からの大雨

（出典：日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキンググループ 報告書（内閣府））

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 被害想定

●全壊・焼失棟数：
最大約22万棟

●死者：最大約19万9千人

●経済的被害：約31.3兆円

●全壊・焼失棟数：
最大約8万4千棟

●死者：最大約10万人

●経済的被害：約16.7兆円

1
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日本海溝モデル〔M9.1〕の震度分布

資産等の直接被害約12.7兆円
生産・サービス低下による被害に
よる被害約4兆円

（日本海溝モデル〔M9.1〕 ） （千島海溝モデル〔M9.3〕 ）

資産等の直接被害約25.3兆円
生産・サービス低下による被害に
よる被害約6兆円 千島海溝モデル〔M9.3〕の震度分布

人 的 被 害 ：死者1人
住 家 被 害 ：－
主な被災地 ：群馬県
発 生 期 間 ：H30.1.23

④H30 草津白根山噴火

人 的 被 害 ：死者35人
住 家 被 害 ：全壊1棟、半壊2棟
主な被災地 ：東北地方、北陸地方、新潟県
発 生 期 間 ：R3.1.7～1.11

⑪R3 １月７日からの大雪

南海トラフ巨大地震 被害想定（陸側ケース）

（出典：南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ第二次報告（内閣府））

資産等の直接被害約225兆円
生産・サービス低下による被害
約45兆円

●全壊・焼失棟数：
最大約235万棟

●死者：最大約29万8千人

●経済的被害：約270兆円

都心南部直下地震〔M7.3〕の震度分布 陸側ケースの震度分布

※被害想定はR7.3時点のもの※被害想定はR7.12時点のもの

※被害想定はR3.12時点のもの
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大規模自然災害時に、人命を守り、経済社会への被害が致命的にならず、迅速に回復する「強さとしなやかさ」

を備えた国土、経済社会システムを平時から構築していくことです。

国土強靱化とは何ですか？

いかなる自然災害が発生しようとも、

国土強靱化の基本目標

1. 人命の保護が最大限図られること

2. 国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること

3. 国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化

4. 迅速な復旧復興

を基本目標として「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安心な国土・地域・経済社会の構築を目指します。

近年の災害を見ると、水害による被害額と復旧に要する費用よりも、事前に防災対策したほうが少ない先行投

資で大きな整備効果をもたらすことが可能です。

事前防災の必要性

強靱な社会のイメージ

活動レベル

通常のレベル

時間参考：「巨大地震Xデー」藤井聡著を基に加筆

大規模自然災害

ショック耐性：強さ
脆弱な社会

レジリエンスのある
（強くしなやかな）社会 Build Back Better（より良い復興）

0

回復力：しなやかさ

【事例】2018年(平成３０年)
７月豪雨での高梁川水系小田川

【事例】2019年(令和元年)東日本
台風(台風第19号)での阿武隈川

被災後に要した
費用・被害額

被災前に対策
した場合の費用

整備費 整備費

被災後に要した
費用・被害額

被災前に対策
した場合の費用

約５.６倍
約５.４倍

一般被害額、

被災者・
被災地支援、
災害廃棄物
の処理費等、

現状回復費

一般被害額、

被災者・
被災地支援、
災害廃棄物
の処理費等、

現状回復費

※国土交通省水管理・国土保全局作成資料を基に作成

約2,695億円

約7,020億円

約480億円
約1,300億円
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・大規模自然災害等に備えた国土の全域にわたる強靱な国づくりを推進する

目的、基本理念

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に
資する国土強靱化基本法

・必要な施策は、明確な目標のもと、現状の評価を行うことを通じて策定、国の各種計画に位置付ける

（国土強靱化基本計画はその指針となるもの）

1. 人命の保護が最大限図られる

2. 国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持
される

3. 国民の財産及び公共施設に係る被害を最小化する

4. 迅速な復旧復興を可能とする

5. ソフト・ハード施策の組合せによる国土強靱化推進のため
の体制を整備する

6. 自助、共助、公助の適切な組合せによる取組を基本とし、
特に重大性・緊急性が高い場合は国が中核的な役割を果
たす

7. 実施される施策は、国民需要の変化や社会資本の老朽化
等を踏まえるとともに、重点化を図る

基本方針

分
野
別
計
画

エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画

環
境
基
本
計
画

食
料
・農
業
・農
村
基
本
計
画

社
会
資
本
整
備
重
点
計
画

分
野
別
計
画

分
野
別
計
画

分
野
別
計
画

分
野
別
計
画

国土形成計画
（国土利用計画）

防災基本計画

基本計画

国土強靱化

アンブレラ計画のイメージ

国土強靱化推進の枠組

6

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法

国
土
強
靱
化
地
域
計
画

（都
道
府
県
・市
町
村
が
策
定
）

防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策（2018年（H30年）12月14日閣議決定）

【2018年度（平成30年度）～2020年度（令和2年度）の３年間】

国土強靱化基本計画
（2014年（平成26年）6月3日閣議決定 2018年（平成30年）12月14日改定

2023年（令和5年）7月28日改定）

国土強靱化年次計画 （毎年度国土強靱化推進本部決定）

実施中期計画（2025年（R７年）６月６日閣議決定）

【2026年度（令和8年度）～2030年度（令和12年度）の５年間】

防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策（2020年（R2年）12月11日閣議決定）

【2021年度（令和3年度）～2025年度（令和7年度）の５年間】

（議員立法 2013年（平成25年）12月4日成立、12月11日公布・施行（2023年（令和5年）6月14日改正法成立、6月16日公布・施行））

調和
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国土強靱化基本計画は、脆弱性評価を踏まえて、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、本計画以外の国土強靱化に関する国の計画等の指針となるべきものとして策定しています。

国土強靱化基本計画、実施中期計画、年次計画、地域計画

国土強靱化基本計画

・法定計画、閣議決定、概ね５年ごとに見直し

・国の他の計画の見直し、施策の推進に反映

・施策分野ごと及び施策グループごとの推進方針を記載

国土強靱化年次計画は、「国土強靱化基本計画」に基づき、35の施策グループごとに当該年度に取り組むべき

主要施策等をとりまとめるとともに、定量的な指標により進捗を管理し、PDCAサイクルにより施策の着実な推

進を図るものです。2014年（平成26年）から毎年度策定されています。

国土強靱化年次計画

・国土強靱化推進本部決定、毎年度策定

・施策グループごとの推進方針や主要施策、進捗管理、効果検証のための重要業績評価指標（KPI）等を記

載

国土強靱化地域計画は、都道府県・市町村が定めることができる、当該地方公共団体の区域における、国土強

靱化施策の推進に関する基本的な計画であり、国土強靱化に係る当該地方公共団体の他の計画等の指針となる

べきものです。

国土強靱化地域計画

・都道府県又は市町村が策定・見直し

・地域の国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画

・国土強靱化に係る都道府県、市町村の他の計画等の指針となる

・法定計画、閣議決定

・国土強靱化に関し実施すべき施策の内容及び目標、事業の規模等を記載

国土強靱化実施中期計画

2023年(令和５年)６月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基

本法」が改正され、国土強靱化基本計画に基づく施策の実施に関する中期的な計画（実施中期計画）を定めるも

のとされました。計画期間、計画期間内において国土強靱化に関し実施すべき施策の内容及び目標、事業の規模

等を定めた「第一次国土強靱化実施中期計画」が2025年(令和７年)６月決定されました。

7

（１）国民の生命と財産を守る防災インフラの整備・管理
（２）経済発展の基盤となる交通・通信・エネルギーなどライフラインの強靱化
（３）デジタル等新技術の活用による国土強靱化施策の高度化
（４）災害時における事業継続性確保を始めとした官民連携強化
（５）地域における防災力の一層の強化

（１）人命の保護
（２）国家・社会の重要な機能が致命的な障害を受けずに維持
（３）国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化
（４）迅速な復旧復興

（１）国土強靱化の理念に関する主要事項
（２）分野横断的に対応すべき事項
（３）社会情勢の変化に関する事項
（４）近年の災害からの知見

国土強靱化を推進する上での基本的な方針（５本柱）

４つの基本目標

基本計画の概要

国土強靱化にあたって考慮すべき主要な事項と情勢の変化
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国土強靱化基本計画はおおむね５年ごとに見直すこととされており、その際は法に基づき、脆弱性評価の指針

を定め、これに従って脆弱性評価を行うこととされています。

令和５年の基本計画の見直しにつき実施した脆弱性評価は、起きてはならない最悪の事態を想定した上で行

いました。起きてはならない最悪の事態に関しては、近年の自然災害からの教訓や社会情勢変化等を踏まえた新

たな観点の追加や、個々の自然災害の明確化、ライフラインの重要度・関連性等を踏まえた再整理等により見直

しを実施し、６つの「事前に備えるべき目標」と、その妨げとなるものとして35の「起きてはならない最悪の事態」

（以下「最悪の事態」という。）を設定しました（10ページに一覧掲載）。脆弱性評価にあたっては、「最悪の事態」ご

とにフローチャートを作成し、最悪の事態がどのようなフローの連鎖で起こりうるかを「見える化」したほか、見直

し前の基本計画に基づく施策の評価や脆弱性の分析を行いました。その結果をもとに、35の「最悪の事態」を回

避するための施策群（施策グループ）を整理し、各施策グループの達成度や進捗及びフローチャート分析の結果

を踏まえつつ、「最悪の事態」ごとに脆弱性の総合評価を実施しました。次ページに、フローチャートの一例を抜粋

して紹介します。

脆弱性評価について

起きてはならない最悪の事態の一例

●

●●

●

住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒
壊や不特定多数が集まる施設の倒壊によ
る多数の死傷者の発生

広域にわたる大規模津波等による多数
の死傷者の発生

突発的又は広域かつ長期的な市街地等
の浸水による多数の死傷者の発生

大規模な火山噴火・土砂災害（深層崩壊）等
による多数の死傷者の発生
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フローチャートの一例

初期事象 問題事象

大規模地震
の発生

危険な場所に
閉じ込められる

最悪の事態

大規模地震に伴
う、住宅・建物・
不特定多数が集
まる施設等の複
合的・大規模倒
壊による多数の
死傷者の発生

施策グループ（１-１）の一部
各事象の連鎖を断ち切る施策を整理

最悪の事態「（１－１）大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合的・大規模倒壊
による多数の死傷者の発生」のフローチャート（一部抜粋）

物的被害

住宅・建物・
不特定多数
が集まる施
設等の被害

土木構造
物の被害

道路上
の閉塞

死傷者の発生

災害リスク高い
場所への人口集中

災害用装備資機材の
充実強化 等

地震・津波対策の推進 等

住宅・建築物の耐震化 等 地域防災力の向上 等
災害ハザードエリアからの

移転の促進 等

道路ネットワークの機能
強化対策 等

※実際のフローチャートの一部を簡易化したものです。

● 初期事象の発生に起因する事象のみならず、初期事象の発生に関わらず潜在的に存在して

いた事象として背景的事象も考慮（例：上図における「災害リスク高い場所への人口集中」）

● 事象の発生条件として、and連鎖（複数の先行事象が全て発生したら後続事象へつながる）

とor連鎖（複数の先行事象のうちいずれかが発生したら後続事象へつながる）を整理

● 各事象の連鎖を断ち切る施策は、ソフト施策及びハード施策の施策数を集計し、定量的に

表示

● １つの施策は、必ずしも特定の「最悪の事態」における特定の事象間のみに有効なわけでは

なく、異なる事象間や異なる「最悪の事態」にも該当
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（参考）起きてはならない最悪の事態

事前に備えるべき目
標

起きてはならない最悪の事態

1
あらゆる自然災
害に対し、直接死
を最大限防ぐ

1-1 大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合的・大規模倒壊による多
数の死傷者の発生

1-2 地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生

1-3 広域にわたる大規模津波による多数の死傷者の発生

1-4
突発的又は広域的な洪水・高潮に伴う長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発
生（ため池の損壊によるものや、防災インフラの損壊・機能不全等による洪水・高潮等に対
する脆弱な防災能力の長期化に伴うものを含む）

1-5 大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、天然ダムの決壊など）等による多数の死傷
者の発生

1-6 火山噴火や火山噴出物の流出等による多数の死者数の発生

1-7 暴風雪や豪雪等に伴う多数の死傷者の発生

2

救助・救急､医療
活動が迅速に行
われるとともに、
被災者等の健康・
避難生活環境を
確実に確保するこ
とにより、関連死
を最大限防ぐ

2-1 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足

2-2
医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶による
医療機能の麻痺

2-3
劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・心理状態の悪
化による死者の発生

2-4 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止

2-5 想定を超える大量の帰宅困難者の発生による混乱

2-6 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生

2-7 大規模な自然災害と感染症との同時発生

3
必要不可欠な行
政機能を確保す
る

3-1 被災による司法機能、警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社会の混乱

3-2 首都圏での中央官庁機能の機能不全

3-3 地方行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下

4
経済活動を機能
不全に陥らせな
い

4-1 サプライチェーンの寸断・一極集中等による企業の生産力・経営執行力低下による国際競
争力の低下

4-2 コンビナート・高圧ガス施設等の重要な産業施設の火災、爆発に伴う有害物質等の大規模
拡散・流出

4-3 海上輸送の機能停止による海外貿易、複数空港の同時被災による国際航空輸送への甚大
な影響

4-4 金融サービス・郵便等の機能停止による国民生活・商取引等への甚大な影響

4-5 食料等の安定供給の停滞に伴う、国民生活・社会経済活動への甚大な影響

4-6 異常渇水等による用水供給途絶に伴う、生産活動への甚大な影響

4-7 農地・森林や生態系等の被害に伴う国土の荒廃・多面的機能の低下

5

情報通信サービ
ス、電力等ライフ
ライン、燃料供給
関連施設、交通
ネットワーク等の
被害を最小限に
とどめるとともに、
早期に復旧させ
る

5-1
テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インターネット・SNS など、災害時
に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず避難行動や救助・支援
が遅れる事態

5-2 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）の長期間・大規模にわたる機能の停止

5-3 都市ガス供給・石油・ＬＰガス等の燃料供給施設等の長期間にわたる機能の停止

5-4 上下水道施設の長期間にわたる機能停止

5-5 太平洋ベルト地帯の幹線道路や新幹線が分断するなど、基幹的陸上海上航空交通ネット
ワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響

6

社会・経済が迅速
かつ従前より強
靱な姿で復興で
きる条件を整備
する

6-1
自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビジョンや地域合意の欠如等により、
復興が大幅に遅れ地域が衰退する事態

6-2
災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、ボランティア、NPO、企業、
労働者、地域に精通した技術者等）の不足等により復興できなくなる事態

6-3 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態

6-4 事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興が大幅に遅れる事態

6-5 貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有形・無形の文化の
衰退・損失

6-6 国際的風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等による国家経済等へ
の甚大な影響
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防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策（概要）

平成30年の災害の様子
出典：「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」 特集サイト（内閣官房）

1 防災のための重要インフラ等の機能維持[98対策］ 約3.4兆円

(1)大規模な浸水、土砂災害、地震・津波等による被害の防止・最小化[38対
策］

約2.8兆円

(2) 救助・救急、医療活動等の災害対応力の確保[43対策］ 約0.5兆円

(3)避難行動に必要な情報等の確保[17対策］ 約0.1兆円

2 国民経済・生活を支える重要インフラ等の機能維持[62対策］ 約3.5兆円

(1) 電力等エネルギー供給の確保[8対策］ 約0.3兆円

(2) 食料供給、ライフライン、サプライチェーン等の確保[22対策］ 約1.1兆円

(3)陸海空の交通ネットワークの確保[28対策］ 約2.0兆円

(4)生活等に必要な情報通信機能・情報サービスの確保[4対策］ 約0.03兆円

合 計 約6.9兆円

・対策数：160対策

・事業規模：約6.9兆円

重点的に取り組んだ対策・事業規模

基本的な考え方

・平成30年は、７月豪雨、台風第21号、北海道胆振東部地震等、多くの災害により、人命が犠牲となるとともに、

浸水による空港ターミナルの閉鎖、地震によるブラックアウトの発生など、生活や経済に欠かせない重要なイン

フラが機能を喪失し、国民の生活や経済活動に大きな影響を及ぼす事態が発生しました。

・これを受け、政府では、同年「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」を策定し、特に緊急に実施すべ

きハード・ソフト対策について、令和２年度までの３年間集中で実施しました。

・事業規模等を定め集中的に対策を実施した期間：

平成30年度(2018年度）～令和２年度(2020年度）の３年間

対策の期間
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・３か年緊急対策は、特に緊急に実施すべき対策について、2018年度（平成30年度）から2020年度（令和２年

度）の３年間で集中的に実施し、完了又は大幅に進捗させました。５ヶ年加速化対策は、各分野について、更なる

加速化・深化を図ることとし、2021年度（令和３年度）から2025年度（令和７年度）までの５か年に追加的に必

要となる事業規模等を定め、重点的・集中的に対策を講じています。

・近年、気候変動の影響により気象災害が激甚化・頻発化し、南海トラフ地震等の大規模地震は切迫しています。

また、高度成長期以降に集中的に整備されたインフラが今後一斉に老朽化してきますが、適切な対応をしなけ

れば負担の増大のみならず、社会経済システムが機能不全に陥るおそれがあります。

・このため、

防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策（概要）

基本的な考え方

1. 激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策

2. 予防保全型インフラメンテナンスヘの転換に向けた老朽化対策

3. 国士強靱化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化等

の各分野について、集中的に対策を講じました。

・なお、５か年加速化対策の後継として、実施中期計画（法定事項）において、計画期間、施策の内容・目標等を設

定しました。

・対策数：123対策

・事業規模：約15.6兆円

重点的に取り組んだ対策・事業規模

1 激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策 [78対策］ 約12.7兆円

(1)人命・財産の被害を防止・最小化するための対策 [50対策］

(2) 交通ネットワーク・ライフラインを維持し、国民経済・生活を支えるための対策 [28対策］

2 予防保全型インフラメンテナンスヘの転換に向けた老朽化対策 [21対策］ 約2.6兆円

3 国土強靱化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化等の推進[24対
策］

約0.3兆円

(1) 国土強靱化に関する施策のデジタル化 [12対策］

(2) 災害関連情報の予測、収集・集積・伝達の高度化 [12対策］

合 計 約15.6兆円

・事業規模等を定め集中的に対策を実施した期間：

令和３年度(2021年度）～令和７年度(2025年度）の５年間

対策の期間
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１ 激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策 ［７８対策］

２ 予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策 ［２１対策］

３ 国土強靱化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化等の推進 [２４対策]

（１）人命・財産の被害を防止・最小化するための対策 [50対策]

（２）交通ネットワーク・ライフラインを維持し、
国民経済・生活を支えるための対策 [28対策]

・ 流域治水対策（河川、下水道、砂防、海岸、農業水利施設の整備、水田の貯留機能向上、国有地を活用した遊

水地・貯留施設の整備加速）（国土交通省、農林水産省、財務省）

・ 港湾における津波対策、地震時等に著しく危険な密集市街地対策、災害に強い市街地形成に関する対策（国

土交通省）

・ 防災重点農業用ため池の防災・減災対策、山地災害危険地区等における治山対策、漁港施設の耐震・耐津

波・耐浪化等の対策（農林水産省）

・ 医療施設の耐災害性強化対策、社会福祉施設等の耐災害性強化対策（厚生労働省）

・ 警察における災害対策に必要な資機材に関する対策、警察施設の耐災害性等に関する対策（警察庁）

・ 大規模災害等緊急消防援助隊充実強化対策、地域防災力の中核を担う消防団に関する対策（総務省） 等

・ 高規格道路のミッシングリンク解消及び4車線化、高規格道路と直轄国道とのダブルネットワーク化等によ

る道路ネットワークの機能強化対策、市街地等の緊急輸送道路における無電柱化対策（国土交通省）

・ 送電網の整備・強化対策、SS等の災害対応能力強化対策（経済産業省）

・ 水道施設（浄水場等）の耐災害性強化対策、上水道管路の耐震化対策（国土交通省） 等

・ 河川管理施設・道路・港湾・鉄道・空港の老朽化対策、老朽化した公営住宅の建替による防災・減災対策（国

土交通省）

・ 農業水利施設等の老朽化、豪雨・地震対策（農林水産省）

・ 公立小中学校施設の老朽化対策、国立大学施設等の老朽化・防災機能強化対策（文部科学省） 等

（１）国土強靱化に関する施策のデジタル化 [１２対策]

（２）災害関連情報の予測、収集・集積・伝達の高度化 [１２対策]

・ スーパーコンピュータを活用した防災・減災対策、高精度予測情報等を通じた気候変動対策（文部科学省）

・ 線状降水帯の予測精度向上等の防災気象情報の高度化対策、河川、砂防、海岸分野における防災情報等の

高度化対策（国土交通省） 等

・ 連携型インフラデータプラットフォームの構築等、インフラ維持管理に関する対策（内閣府）

・ 無人化施工技術の安全性・生産性向上対策、ITを活用した道路管理体制の強化対策（国土交通省） 等

この「５か年加速化対策」においては、それぞれの施策に中長期的な目標を設定し、５年間で重点的に対

策を講じることにより、達成時期を前倒し（加速化）することとしました。

対策の内容
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・激甚化・頻発化する気象災害や、切迫する南海トラフ地震などの大規模地震から、国民の生命・財産・暮らしを守

り、国家・社会の重要な機能を維持するため、防災・減災、国土強靱化の取組を切れ目なく推進する必要があり

ます。

・これまで「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」や「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化

対策」（以下「５か年加速化対策」）として進めてきたハード・ソフト両面からの国土強靱化施策が着実に効果を発

揮しています。

・一方、現下の人件費・資機材価格の高騰や人口減少・少子高齢化を背景に、コスト増大や工期延伸等への対応が

必要になるなど、諸課題が顕在化しています。

・今後、国土強靱化施策の推進に当たっては、「災害外力・耐力の変化」、「社会状況の変化」、「事業実施環境の変

化」という３つの変化に対応していく必要があります。

・本計画は、2023年（令和５年）６月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土

強靱化基本法（平成25年法律第95号）」が改正されたことを受け、同法第11条の２に基づき、国土強靱化基本

計画（以下「基本計画」という。）に基づく施策の実施に関する中期的な計画を定めるものです（以下「実施中期

計画」という）。

・基本計画に定めた国土強靱化政策の展開方向（５本柱）に沿って実施中期計画期間内に実施すべき国土強靱化

施策の内容及び目標を明らかにするとともに、５か年加速化対策に続く計画として、その推進が特に必要とな

る施策の内容及びその事業規模を定めています。

第１次国土強靱化実施中期計画（概要）

第１章 基本的な考え方

第４章の施策の他、施策の推進に必要な制度整備や関連計画の策定等の環境整備、普及啓発活動等の継続的
取組、長期を見据えた調査研究等について、目標を設定して取組を推進

・対策数：全326施策

第３章 計画期間内に実施すべき施策

・計画期間：

令和８年度(2026年度）～令和１２年度(2030年度）の５年間

第２章 計画期間

※複数の柱に位置付けられた施策があるため、各柱の施策数の合計は全施策数と一致しない。



15

I ．防災インフラの整備・管理[２８施策] 5.8兆円

Ⅱ．ライフラインの強靱化[42施策] １０．６兆円

Ⅲ．デジタル等技術の活用[１６施策] ０．３兆円

Ⅳ．官民連携強化[１３施策] １．８兆円

Ⅴ．地域防災力の強化[１６施策] １．８兆円

合 計 おおむね２０兆円強程度

１．施策の内容

施策の目標は、南海トラフ地震が30年以内に発生する確率（８割程度）等に鑑み、一人でも多くの国民の生命・

財産・暮らしを守るため、おおむね20年から30年程度を一つの目安として、検討・設定。長期目標の達成に30

年超の期間を要する施策においても、地域ごとに異なる災害リスクの実情や緊急性等を踏まえ、早期に効果を発

揮できるよう、優先順位・手法を検討の上、実施。

・対策数：全114施策（234指標）

第４章 推進が特に必要となる施策

第５章 フォローアップと計画の見直し

※１施策（住宅・建築物の耐震化の促進）が「ライフラインの強靱化」と「官民連携強化」に位置付けられているため、各柱の施策数の合計は全施策数と一致しない。

２．対策の事業規模

・「推進が特に必要となる施策」の事業規模は、今後５年間でおおむね20兆円強程度を目途。

今後の資材価格・人件費高騰等の影響については予算編成過程で適切に反映。

・対策の初年度については、経済情勢等を踏まえ、速やかに必要な措置を講ずる。

・次年度以降の各年度の取扱いについても、予算編成過程で検討。今後の災害の発生状況や事業の進捗状況、経

済情勢・財政事情等を踏まえ、機動的・弾力的に対応。

・事業規模：おおむね２０兆円強程度を目途

・定期的に進捗状況のフォローアップを行いその結果については、基本計画に基づき国土強靱化推進本部が取り

まとめる年次計画において整理し公表。

・真に必要な財政需要に安定的に対応するため、地方の実情も踏まえ、受益者による負担の状況を念頭に置きつ

つ、事業の進捗管理と財源確保方策の具体的な検討を開始。
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国土強靱化を効果的に進めるためには、地域の強靱化が不可欠です。そのため、都道府県・市区町村では国土

強靱化地域計画（以下「地域計画」という。）を策定し、計画的に強靱化の取組を進めています。この都道府県・市

区町村の取組についても、防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策により、加速化が図られたものが

あり、全国各地で災害時に効果を発揮しています。

政府では、地域の更なる強靱化に向けて、地域計画の内容充実が図られるよう、引き続き、都道府県・市区町村

に対する支援を行ってまいります。

地域の強靱化の推進と民間の取組促進

地域の強靱化の推進

■支援２：ガイドライン等の提示

都道府県・市区町村が地域計画の策定や改定を検討する際に、内容充実や実効性の確保につながるよう、

ガイドラインや参考資料を作成し、都道府県・市区町村の職員に提示しています。

■支援３：地域の強靱化に関する出前講座

都道府県や市区町村の要請に応じ、国土強靱化を取り巻く最新情報の解説や地域計画の内容充実に向け

た相談等に対応できる有識者や内閣官房の職員を講師として派遣しています。首長向け講座や職員向け講

座など様々な内容に対応可能で、申し込みは、随時、国土強靱化推進室で受け付けています。

国土強靱化を実効あるものにするためにも、民間事業者等の主体的な取組が極めて重要です。民間事業

者等が、

・BCP策定など事業継続の取組で自らを守ること。

・ビジネスとして防災に関する優れた商品・サービスを提供し顧客を守ること。

・普及啓発、人材育成や自治体との支援協定締結等を通して地域を守ること。

等の取組を積極的に進めて頂くため、国土強靱化推進室では、以下の取組を行っています。

民間の取組促進

■支援１：地域計画に基づく取組への交付金・補助金の重点化

地域計画に事業実施箇所等が具体的に明記された事業等について、関係府省庁の交付金・補助金の優先

採択や重点配分などの重点化による支援を行っています。

●内閣官房では、地域の強靱化の促進のため、次の取組を行っています

レジリエンス認証民間の取組事例の紹介

【国土強靱化に資する民間の取組事例集】

国土強靱化の
取組を行う民

間の方々の参
考にして頂ける
よう、民間企業
等の先導的な
取組をHP等で
公表。

事業継続に積極的に取り組む企業等を
「国土強靱化貢献団体」として第三者が認
証する仕組み。また同団体のうち社会貢
献に取り組む企業等を（＋共助）とし認
証。（認証：（一社）レジリエンスジャパン
推進協議会）

ジャパン・レジリエンス・アワード

強靱な国、地域、人、
産業づくりに資する
活動、技術開発、製品
開発等に取り組んで
いる先進的な企業・
団体を表彰。第１０回
にて内閣総理大臣賞、
国土強靱化担当大臣
賞を創設（主催：（一
社）レジリエンスジャ
パン推進協議会）
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国土強靱化の取組を広く、わかりやすく伝えるため、シンポジウムやワークショップの開催、ポスターやパンフ

レット、ＳＮＳ（Facebook、X、Instagram）を活用した情報発信等を行っています。

国土強靱化の広報、普及啓発等

広報・普及啓発

強靱化に関する国際貢献の取組

2015年（平成27年）第70回国連総会本会議において、『11月5日を「世界津波の日」として制定する決議』が

全会一致で採択されました。将来のリーダーの育成と、世界各国の「きずな」を一層深めるため、2016年（平成

28年）から『「世界津波の日」高校生サミット』を、日本で開催し、海外・国内の高校生が参加しています。

ポスター「もしもから、いつもを守る。」 ポスター

「もしもから、いつもを守る。８つの行動」
５か年加速化対策による取組事例集 ワークブック

「「防災まちづくり・くにづくり」を考える」

国土強靱化シンポジウム

パンフレット

（すすめよう災害に強い国づくり）

国土強靱化ワークショップ

2024年のサミットの様子（熊本県で開催）





2章
防災・減災、
国土強靱化のための
５か年加速化対策
の主な成果
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す
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図
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港
湾
・漁
港
施
設
の
津
波
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策

高
知
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、
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波
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の
整
備
・
改
良
に
よ
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集
市
街
地
で
の
地
震
時
等
に
お
け
る
火
災
延
焼
防
止
等
が
進
捗
し
、
人
命
・
財
産
の
被
害
を
防
止
・低
減
す
る
効
果
が
着
実
に
発
揮
。

密
集
市
街
地
対
策

防
災
対
策
の
優
先
度
の
高
い
防
災
重
点
農
業
用
た
め
池

約
2
,0
6
0
か
所
に
つ
い
て
、
防
災
工
事
を
完
了

（
R
3
～
R
6
年
度
）

※
整
備
箇
所
数
等
に
つ
い
て
は
、
令
和
7
年
度
末
時
点
の
見
込
み
を
含
む
。
ま
た
、
計
画
策
定
時
か
ら
の
整
備
量
で
あ
る
場
合
が
あ
る
。

倉
谷
池
（
和
歌
山
県
橋
本
市
）
の
洪
水
吐
き
の
越
流
幅
を
拡
張
し
、
流
下
能
力
を
向
上
さ
せ
る

工
事
を
実
施
し
た
結
果
、
令
和
５
年
６
月
の
大
雨
時
で
は
、
洪
水
を
安
全
に
流
下

農
地
、
住
宅
等
被
害
想
定

1
3

.2
億
円

被
害
な
し

効
果
例

対
策
前

対
策
後

大
雨
に
よ
り
た
め
池
が
決
壊
し
な
い
よ
う

洪
水
吐
き
の
流
下
能
力
を
強
化

(1
2

.5
4

m
3
/
s
) 

(4
5

.5
3

m
3
/
s
)

(2
2

.2
6

m
3
/
s
) 

対
策
前

対
策
後

令
和
５
年
６
月
大
雨

洪
水
吐
き
の
流
下
能
力
（
雨
量
換
算
）

森
林
整
備
・治
山
対
策

土
石
流
等
の
山
地
災
害
等
リ
ス
ク
が
高
い
山
地
災
害
危
険
地
区
に
つ
い
て

約
1
,1
0
0
か
所
で
対
策
を
完
了

（
R
3
～
R
6
年
度
）

荒
廃
し
た
渓
流
な
ど
土
石
流
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る

地
区
に
お
い
て
、
治
山
ダ
ム
等
を
設
置

大
雨
に
よ
る
山
地
災
害
の
被
害
額
軽
減

（
過
去
の
大
雨
時
・同
程
度
降
雨
と
の
比
較
）

3
.6
億
円

2
.7
億
円

1
.0
億
円
0
.6
億
円

25
％
減

40
％
減

H
3

0
.7

R
4

.9
静
岡
県
浜
松
市
天
竜
区

R
2

.7
R

5
.6

長
野
県
下
伊
那
郡
天
龍
村

効
果
例

対
策
前

対
策
後

地
震
時
等
に
著
し
く
危
険
な
密
集
市
街
地
約
1
,2
0
0
h
a
※
を
解
消

（
R
７
年
度
末
）

門
真
市
北
部
地
区
（
大
阪
府
）

で
は
、
老
朽
建
築
物
密
集
エ

リ
ア
に
お
い
て
、
老
朽
建
築
物

の
除
却
と
幅
員

9
.2
ｍ
の
生

活
道
路
整
備
に
よ
り
、
燃
え
広

が
る
可
能
性
の
あ
る
範
囲
が

２
つ
に
分
断

対
策
前

対
策
後

効
果
例

※
基
準
値
：
2
,2
1
9
h
a
(R
２
年
度
末
）

洪
水
吐
き
の

対
応
可
能
な
雨
量
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５
か
年
加
速
化
対
策
の
主
な
成
果
③

１
激
甚
化
す
る
風
水
害
や
切
迫
す
る
大
規
模
地
震
等
へ
の
対
策

（
１
）
人
命
・
財
産
の
被
害
を
防
止
・
最
小
化
す
る
た
め
の
対
策
（
5
0
対
策
）

○
被
災
者
等
の
健
康
・避
難
生
活
環
境
を
確
実
に
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
災
害
関
連
死
を
最
大
限
防
ぐ
観
点
か
ら
、
避
難
所
と
な
り
う
る
学
校
等
の
耐
震
化
と
と
も
に
、

体
育
館
に
空
調
設
備
を
導
入
す
る
等
避
難
所
と
し
て
の
環
境
改
善
が
進
捗
。

○
警
察
、
消
防
等
に
お
け
る
車
両
・装
備
資
機
材
等
の
充
実
や
、
医
療
施
設
に
お
け
る
断
水
・停
電
に
備
え
た
給
水
設
備
、
自
家
発
電
設
備
等
の
導
入
を
推
進
し
た
こ
と

に
よ
り
、
救
助
・救
急
､医
療
活
動
に
お
け
る
災
害
対
応
能
力
が
向
上
。

警
察
に
関
す
る
対
策

医
療
施
設
の
耐
災
害
性
強
化
対
策

病
院
の
診
療
機
能
を
発
災
直
後
等
の
３
日
程
度
維
持
す
る
た
め
、
災
害
拠
点
病
院
に
対
し
て
、

給
水
設
備
を
3
6
3
箇
所
、
非
常
用
発
電
設
備
を
1
9
0
箇
所
整
備

学
校
の
耐
震
化
・防
災
機
能
強
化

避
難
所
と
な
り
う
る
学
校
施
設
に
つ
い
て
、

私
立
学
校
の
吊
り
天
井
落
下
防
止
対
策
済
み
体
育
館
等
を
、

3
,6
8
9
棟
（
H
3
0
年
度
）
か
ら
4
,1
4
3
棟
（
R
５
年
度
）
に
増
加

公
立
小
中
学
校
の
空
調
設
備
設
置
済
み
体
育
館
等
を
、

1
,7
5
9
棟
（
R
2
年
度
）
か
ら
7
,2
3
6
棟
（
R
7
年
度
）
に
増
加

施
設
の
耐
震
性
が
確
保

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

災
害
時
に
避
難
所
と
し
て

利
用
さ
れ
、
地
域
住
民
の

安
全
安
心
を
確
保

天
井
落
下
防
止
対
策

体
育
館
に
空
調
設
備
を
設
置

効
果
例 避
難
所
イ
メ
ー
ジ

※
整
備
箇
所
数
等
に
つ
い
て
は
、
令
和
7
年
度
末
時
点
の
見
込
み
を
含
む
。
ま
た
、
計
画
策
定
時
か
ら
の
整
備
量
で
あ
る
場
合
が
あ
る
。

災
害
時
に
お
け
る
広
域
緊
急
援
助
隊
等
に
よ
る
救
出
救
助
活
動
を
適
切
に
行
う
た
め
に

必
要
な
フ
ル
ボ
デ
ィ
ー
ハ
ー
ネ
ス
約
3
,4
0
0
式
や
水
面
用
サ
ー
フ
ェ
ス
ド
ラ
イ
ス
ー
ツ

約
2
,1
0
0
式
等
必
要
な
資
機
材
等
を
更
新
整
備

整
備
さ
れ
た
資
機
材
を
活
用
し
た
救
出
救
助
活
動
等

効
果
例

水
面
用
サ
ー
フ
ェ
ス
ド
ラ
イ
ス
ー
ツ
を

活
用
し
た
救
出
救
助
活
動

フ
ル
ボ
デ
ィ
ー
ハ
ー
ネ
ス
を
活
用
し
た
救
出
救
助
活
動

効
果
例

給
水
設
備

非
常
用
発
電
設
備

医
療
機
関
に
給
水
設

備
や
非
常
用
発
電
設

備
が
整
備
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、

災
害
時
に
お
け
る
診

療
機
能
の
確
保
と
人

命
救
急
に
寄
与

消
防
に
関
す
る
対
策

大
規
模
災
害
時
の
広
域
的
な
消
防
防
災
体
制
の
充
実
強
化
を
図
る
た
め
、
全
国
の

緊
急
消
防
援
助
隊
に
、
拠
点
機
能
形
成
車
8
台
、
情
報
収
集
活
動
用
ド
ロ
ー
ン
8
4
機
等
を
配
備

高
島
市
消
防
本
部
（
滋
賀
県
）
に
配
備
し
た
拠
点

機
能
形
成
車
（
大
型
エ
ア
ー
テ
ン
ト
を
積
載
）
は

令
和
６
年
奥
能
登
豪
雨
の
際
に
被
災
地
で
の
宿

営
拠
点
の
形
成
に
活
用

効
果
例 拠
点
機
能
形
成
車

大
型
エ
ア
ー
テ
ン
ト

情
報
収
集
活
動
用
ド
ロ
ー
ン

に
よ
る
熱
源
探
査
映
像

仙
台
市
消
防
局
に
配
備
し
た
ド
ロ
ー
ン
は

岩
手
県
大
船
渡
市
林
野
火
災
の
際
に

熱
源
探
査
等
の
情
報
収
集
に
活
用
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５
か
年
加
速
化
対
策
の
主
な
成
果
④

１
激
甚
化
す
る
風
水
害
や
切
迫
す
る
大
規
模
地
震
等
へ
の
対
策

（
２
）
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
を
維
持
し
、
国
民
経
済
・
生
活
を
支
え
る
た
め
の
対
策
（
2
8
対
策
）

○
豪
雨
や
大
規
模
地
震
等
の
災
害
に
対
し
、
道
路
、
鉄
道
、
港
湾
、
空
港
設
備
に
お
い
て
、
耐
震
化
や
土
砂
災
害
対
策
等
に
よ
り
、
耐
災
害
性
が
向
上
。

○
ま
た
、
リ
ダ
ン
ダ
ン
シ
ー
を
確
保
す
る
こ
と
で
被
災
箇
所
を
迂
回
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
能
が
発
揮
す
る
な
ど
、
多
数
か
つ
長
期
に
わ
た
る
孤
立
地
域
等
の
同
時
発
生

を
回
避
・軽
減
す
る
と
い
っ
た
効
果
が
発
揮
。 道
路

空
港

東
九
州
自
動
車
道
清
武

J
C

T
～
日
南
北
郷

IC
間

（
延
長

1
9

.0
k
m
）
の
整
備
を
実
施

こ
れ
に
よ
り
、
日
向
灘
を
震
源
と
す
る
地
震
（

R
6

.８
）
に
よ
り
、

国
道

2
2

0
号
に
お
い
て
落
石
が
発
生
し

1
7
日
間
に
わ
た
り

全
面
通
行
止
め
を
行
っ
た
際
、
東
九
州
自
動
車
道
が
迂
回
路
と

な
り
、
国
道

2
2

0
号
の
代
替
機
能
を
発
揮

東
九
州
道
清
武
南

IC
～
日
南
北
郷

IC
間

開
通
時
の
状
況
（

R
５

.３
）

国
道

2
2

0
号
の
落
石

（
R

6
.８
地
震
（
宮
浦
地
区
）
）

全
国
の
空
港
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拠
点
と
な
る

2
3
空
港
（
う
ち
７
空
港
が
耐
震
対
策
が
必
要
）
の
う
ち

4
空
港
に
つ
い
て
、
滑
走
路
等
の
耐
震
対
策
を
完
了

直
轄
国
道
に
お
け
る
高
架
区
間
等
を
津
波
や
洪
水
に
対
す
る
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
、
約
4
0
0
箇
所
整
備

高
規
格
道
路
の
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク
に
つ
い
て
、
約
6
0
区
間
を
改
善
等

北
海
道
厚
真
町
に
お
い
て
、
令
和
７
年
７
月
の

カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
半
島
付
近
で
発
生
し
た
地
震
に
よ
る

津
波
警
報
発
表
時
、
整
備
さ
れ
た
避
難
通
路

（
ス
ロ
ー
プ
）
を
使
用
し
、
日
高
自
動
車
道
の

緊
急
避
難
場
所
に
避
難

至
苫
小
牧
市

至
日
高
町

整
備
箇
所

宮
崎
空
港
で
は
、
宮
崎
県
日
向
灘
を
震
源
と
す
る
地
震
（

R
6
年
８
月
・
震
度

５
強
）
で
未
対
策
の
誘
導
路
に
お
い
て
液
状
化
に
よ
る
被
害
が
確
認
さ
れ
た

一
方
で
、
対
策
済
の
エ
プ
ロ
ン
に
被
害
は
生
じ
ず
、
運
航
を
継
続

エ
プ
ロ
ン
耐
震
対
策
実
施
箇
所

未
対
策
箇
所
（
誘
導
路
）

効
果
例

効
果
例

効
果
例

※
整
備
箇
所
数
等
に
つ
い
て
は
、
令
和
7
年
度
末
時
点
の
見
込
み
を
含
む
。
ま
た
、
計
画
策
定
時
か
ら
の
整
備
量
で
あ
る
場
合
が
あ
る
。

至
大
分

至
鹿
児
島

写
真
②

写
真
①

鉄
道

豪
雨
に
よ
り
流
失
・
傾
斜
の
お
そ
れ
が
あ
る
鉄
道
河
川

橋
梁
に
つ
い
て
、
約
9
0
箇
所
の
対
策
を
完
了

ア
イ
ジ
ー
ア
ー
ル
い
わ
て
銀
河

鉄
道
の
橋
梁
に
つ
い
て
、

令
和
４
年
８
月
の
豪
雨
に
よ
り
、

河
川
の
大
幅
な
水
位
上
昇
を

観
測
し
た
が
、
橋
梁
の
流
失
・

傾
斜
等
の
変
状
は
な
く
、
被
害

な
し

橋
脚
周
囲
に
根
固
め
ブ
ロ
ッ
ク
工
・
根
継
工
を
実
施

効
果
例
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上
下
水
道
の
耐
震
化

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設

５
か
年
加
速
化
対
策
の
主
な
成
果
⑤

１
激
甚
化
す
る
風
水
害
や
切
迫
す
る
大
規
模
地
震
等
へ
の
対
策

（
２
）
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
を
維
持
し
、
国
民
経
済
・
生
活
を
支
え
る
た
め
の
対
策
（
2
8
対
策
）

○
電
気
、
ガ
ス
、
上
下
水
道
、
通
信
、
廃
棄
物
処
理
等
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
も
施
設
の
耐
震
化
や
リ
ダ
ン
ダ
ン
シ
ー
確
保
の
取
組
が
進
捗
し
た
こ
と
に
よ
り
、
被
災

地
で
の
食
料
・飲
料
水
・電
力
・燃
料
等
、
生
命
に
関
わ
る
物
資
・エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
態
勢
の
強
化
が
進
捗
す
る
等
、
大
規
模
自
然
災
害
時
に
お
け
る
国
民
経
済
・生

活
へ
の
影
響
を
軽
減
す
る
効
果
が
発
揮
。

地
震
動
に
よ
る
管
路
の
接
続
部
の
ず
れ
等
を
防
ぐ
た
め
、

マ
ン
ホ
ー
ル
と
管
路
の
接
続
部
に
可
と
う
性
継
ぎ
手
を
設
置
し
、

継
ぎ
手
部
分
を
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
に
す
る
こ
と
に
よ
り
耐
震
化

重
要
施
設
に
係
る
下
水
道
管
路
、
約
1
,9
0
0
k
m
に
つ
い
て
、

可
と
う
性
継
ぎ
手
の
設
置
や
液
状
化
対
策
等
の
耐
震
化
を
実
施
。

災
害
時
の
リ
ス
ク
が
懸
念
さ
れ
る
廃
棄
物
処
理
施
設
に
つ
い
て
、

1
8
3
施
設
の
整
備
・
更
新
に
着
手

中
ノ
島
新
ご
み
処
理
施
設
（
仮
称
）
（
新
潟
県
長
岡
市
）
に
つ
い
て
は
、
能
登
半
島
地
震

（
令
和
６
年
・
長
岡
市
震
度
６
弱
）
に
お
い
て
被
害
は
生
じ
ず
、
ご
み
処
理
に
支
障
は
生
じ
な
か
っ
た

※
整
備
箇
所
数
等
に
つ
い
て
は
、
令
和
7
年
度
末
時
点
の
見
込
み
を
含
む
。
ま
た
、
計
画
策
定
時
か
ら
の
整
備
量
で
あ
る
場
合
が
あ
る
。

製
油
所
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
強
化
対
策

特
別
警
報
級
の
大
雨
や
高
潮
等
の
新
た
な
事
象
を
想
定
し
、
1
2
箇
所
の
製
油
所
に
つ
い
て
、

災
害
対
応
能
力
を
強
化

排
水
設
備
の
増
強
や
排
水
処
理
能
力
の
向
上
が
進

ん
だ
こ
と
で
、
製
油
所
等
に
お
け
る
大
雨
・
高
潮
時
の

浸
水
リ
ス
ク
が
大
幅
に
低
減
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
敷
地
内
の
冠
水
防
止
、
装
置
の
稼
働

停
止
回
避
が
可
能
と
な
り
、
気
象
災
害
の
発
生
時
で

も
製
油
所
の
操
業
や
石
油
製
品
の
供
給
を
安
定
的

に
維
持
で
き
る
体
制
が
強
化
さ
れ
た
。

送
電
網
の
整
備
・強
化
対
策

効
果
例

効
果
例

効
果
例

冠
水
し
た
製
油
所
敷
地

（
2

0
1

9
年

1
0
月
台
風
）

再
エ
ネ
大
量
導
入
と
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
強
化
の
た
め
、
広
域
連
系
系
統
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

を
策
定
・
公
表
し
、
そ
の
後
、
新
た
に
中
部
関
西
間
連
系
線
、
中
国
九
州
間
連
系
設
備
（
関

門
連
系
線
）
の
広
域
系
統
整
備
計
画
を
策
定
・
公
表

信
濃
川
下
流
流
域
下
水
道

（
長
岡
処
理
区
）



26

河
川
管
理
施
設

ゲ
ー
ト
の
内
外
水
位
差
で

自
動
開
閉
す
る
フ
ラ
ッ
プ
ゲ
ー
ト

老
朽
化
し
た
小
規
模
な
樋
門
等
に
つ
い
て
、

約
5
0
0
箇
所
を
無
動
力
化

ゲ
ー
ト
操
作
が
不
要
と
な
り
、

急
激
な
水
位
上
昇
時
に
も

確
実
な
操
作
が
可
能

ま
た
、
ス
テ
ン
レ
ス
等
を
用

い
た
ゲ
ー
ト
を
整
備
す
る
こ

と
に
よ
り
、
塗
装
頻
度
の
縮

減
な
ど
、
維
持
修
繕
費
用

の
抑
制
が
可
能

効
果
例

下
水
道
施
設

５
か
年
加
速
化
対
策
の
主
な
成
果
⑥

２
予
防
保
全
型
イ
ン
フ
ラ
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
へ
の
転
換
に
向
け
た
老
朽
化
対
策
（
2
1
対
策
）

○
施
設
の
老
朽
化
対
策
に
つ
い
て
は
、
腐
食
対
策
や
新
技
術
の
活
用
な
ど
に
よ
り
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
長
期
化
を
図
り
、
ト
ー
タ
ル
コ
ス
ト
を
縮
減
す
る
な
ど
、
予
防
保

全
型
イ
ン
フ
ラ
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
へ
の
転
換
に
向
け
た
様
々
な
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
お
り
、
施
設
の
老
朽
化
に
起
因
し
た
人
命
・
財
産
へ
の
被
害
や
行
政
・
社
会
経
済
シ

ス
テ
ム
の
機
能
不
全
と
い
っ
た
事
態
を
回
避
・
軽
減
。

緊
急
度
Ⅰ
判
定
（
速
や
か
な
措
置
が
必
要
）
と
な
っ
た

下
水
道
管
路
約
4
0
0
k
m
に
つ
い
て
、
対
策
を
完
了

対
策
前

対
策
後

管
更
生
工
法

破
損
や
腐
食
し
た

既
設
管
の
内
面
に

新
た
に
管
を
構
築

す
る
こ
と
に
よ
り
、

耐
荷
性
能
、
耐
久
性

能
を
確
保

事
後
保
全
か
ら
予
防
保
全
に
転
換
す
る
こ
と
で

3
0
年
後
の
維
持
管
理
・
更

新
費
を
約

5
割
、
3

0
年
間
合
計
で
約

3
割
の
維
持
管
理
・
更
新
費
を
縮
減

で
き
る
推
計
（
国
土
交
通
省
所
管

1
2
分
野
に
係
る
推
計
）

老
朽
化
に
起
因
し
た
人
命
・財
産
等
へ
の
被
害
を
回
避
・軽
減

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト
の
低
減

効
果
例 下
水
道
に
起
因
し
た
道
路
陥
没

地
震
に
よ
り
落
下
し
た
体
育
館
天
井

※
整
備
箇
所
数
等
に
つ
い
て
は
、
令
和
7
年
度
末
時
点
の
見
込
み
を
含
む
。
ま
た
、
計
画
策
定
時
か
ら
の
整
備
量
で
あ
る
場
合
が
あ
る
。

学
校
施
設

建
物
全
体
の
耐
久
性
や
機
能
・
性
能
の
向
上
に
加
え
、

屋
外
に
マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ
を
設
置
す
る
な
ど
避
難
所
機
能
を
拡
充

築
4
5
年
以
上
の
公
立
小
中
学
校
施
設
に
お
け
る
未
改
修

の
施
設
の
う
ち
、
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
2
,5
4
8
万
㎡
の

う
ち
4
1
.1
％
の
老
朽
化
対
策
を
実
施

（
R
6
年
5
月
時
点
）

対
策
前

対
策
後

マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ

道
路
施
設

地
方
公
共
団
体
が
管
理
す
る
道
路
に
お
い
て
、

老
朽
化
し
た
橋
梁
約
6
9
,0
0
0
箇
所
の
修
繕
に
着
手

（
R
６
年
度
時
点
）

マ
ル
チ
コ
プ
タ
橋
梁
点
検
シ
ス
テ
ム

ド
ロ
ー
ン
を
用
い
た
点
検

対
策
前

対
策
後
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線
状
降
水
帯
の
予
測
精
度
向
上

IT
を
活
用
し
た
道
路
管
理
体
制
の
強
化
対
策

５
か
年
加
速
化
対
策
の
主
な
成
果
⑦

３
国
土
強
靱
化
に
関
す
る
施
策
を
効
率
的
に
進
め
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
化
等
の
推
進
（
2
4
対
策
）

○
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
よ
り
、
災
害
時
に
お
け
る
対
応
の
迅
速
化
や
省
人
化
が
実
現
。

○
ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
り
収
集
・蓄
積
さ
れ
る
様
々
な
デ
ー
タ
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
線
状
降
水
帯
の
予
測
精
度
向
上
に
よ
る
早
期
避
難
が
可
能
と
な
る
な
ど
、

ハ
ー
ド
対
策
の
進
捗
と
相
ま
っ
て
、
災
害
対
応
の
高
度
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。

緊
急
輸
送
道
路
（
１
次
）
に
お
け
る
常
時
観
測
が
必
要
な
区
間
（
約
3
,0
0
0
区
間
）
に
つ
い
て
、

遠
隔
で
も
道
路
に
生
じ
た
異
常
を
把
握
で
き
る
環
境
を
整
え
る
た
め
、
全
国
1
,6
6
0
区
間
で

C
C
T
V
カ
メ
ラ
を
整
備

線
状
降
水
帯
の
予
測
に
つ
い
て
、
令
和
６
年
に
半
日
程
度
前
か
ら
の

呼
び
か
け
を
、
地
方
単
位
か
ら
府
県
単
位
に
絞
り
込
ん
で
発
表
す
る
運
用
を
開
始

無
人
化
施
工
技
術
の
安
全
性
・生
産
性
向
上

人
の
立
ち
入
り
が
困
難
な
被
災
現
場
の
迅
速
か
つ
的
確
な
応
急
復
旧
や
、

建
設
現
場
の
生
産
性
向
上
や
働
き
方
改
革
を
実
現
す
る
た
め
、

建
設
施
工
に
お
け
る
自
動
化
・
自
律
化
・
遠
隔
化
技
術
の
ル
ー
ル
整
備
を
推
進

国
道
８
号
に
お
い
て
は
、A

I機
能
を
付
与
し
た

C
C

T
V
カ
メ
ラ
の
整
備

に
よ
り
監
視
体
制
が
強
化
さ
れ
、令
和
５
年
１
月
の
強
い
寒
波
に
伴
う

降
雪
時
で
は
、
A

Iが
立
ち
往
生
車
両
を
迅
速
に
検
知
し
、集
中
除
雪

等
の
対
応
に
つ
な
げ
る
こ
と
で
、
立
ち
往
生
車
両
の
早
期
解
消
に
貢
献

２
府
県

呼
び
か
け
の
対
象
地
域
※
鹿
児
島
県
で
は
奄
美
地
方
を
区
別
し
て
発
表

大
分
県

新
運
用

宮
崎
県

九
州
南
部

・
奄
美
地
方

旧
運
用

９
府
県

九
州
北
部

地
方

対象地域を
絞り込んで発表

3
時
間
降
水
量

2
0

2
5
年

9
月

4
日

1
9
時

0
0
分

宮
崎
県

線
状
降
水
帯
の

雨
域

(
現
在
時

刻
の
解
析

)

線
状
降
水
帯
の

雨
域

(
1

0
～

3
0

分
先
の
解
析

)

線
状
降
水
帯
の

雨
域

(
現
在
時

刻
の
解
析

)

線
状
降
水
帯
の

雨
域

(
1

0
～

3
0

分
先
の
解
析

)

宮
崎
県
で

線
状
降
水
帯
が
発
生

令
和
７
年
９
月
４
日
、
線
状
降
水
帯
の
予
測
に
つ
い
て
宮
崎
県
を
対
象
と
し
た
呼
び
か
け
を
行
い
、

実
際
に
線
状
降
水
帯
が
発
生
、
宮
崎
県
に
て
「
顕
著
な
大
雨
に
関
す
る
気
象
情
報
」
を
発
表

人
に
よ
る
現
地
確
認
（
イ
メ
ー
ジ
）

効
果
例

対
策
前

（
A

Iに
よ
る
事
象
検
知
画
像
）

効
果
例

効
果
例

能
登
半
島
地
震
に
お
け
る

大
川
浜
工
区
の
工
事
で
は
、

遠
隔
施
工
等
を
導
入
す
る
こ
と
で

安
全
性
を
向
上
し
つ
つ
施
工
を

進
め
、
施
工
期
間
が
短
縮
さ
れ
た
。

地
震
津
波
火
山
観
測
網
に
関
す
る
対
策

高
知
県
沖
か
ら
日
向
灘
に
か
け
て
南
海
ト
ラ
フ
海
底
地
震
津
波
観
測
網
(N
-n
e
t)

を
整
備
し
、
令
和
7
年
度
に
本
格
運
用
開
始

地
震
動
を
最
大
2
0
秒
程
度
、
津
波
を
最
大
2
0
分
程
度
早
く
直
接
検
知
可
能

効
果
例

※
整
備
箇
所
数
等
に
つ
い
て
は
、
令
和
7
年
度
末
時
点
の
見
込
み
を
含
む
。
ま
た
、
計
画
策
定
時
か
ら
の
整
備
量
で
あ
る
場
合
が
あ
る
。

①
令
和
６
年
８
月
８
日
に
日
向
灘
を
震
源
と
す
る
地
震
（
最
大
震
度
６
弱
）
が
発
生
し
た
際
、

試
験
運
用
中
の

N
-
n
e
t
の
沖
合
シ
ス
テ
ム
で
観
測
し
た
地
震
・
津
波
の
デ
ー
タ
が
、

政
府
の
地
震
調
査
研
究
推
進
本
部
に
お
け
る
地
震
の
評
価
に
活
用
さ
れ
た

②
本
格
運
用
開
始
に
よ
り
地
震
動
を
最
大

2
0
秒
程
度
、
津
波
を
最
大

2
0
分
程
度

早
く
直
接
検
知
可
能
と
な
っ
た

遠
隔
操
作
さ
れ
る
重
機

重
機
を
遠
隔
操
作
す
る
作
業
員

対
策
後





3章

防災・減災、
国土強靱化のための
５か年加速化対策
の対策別成果事例
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対策別成果事例の目次

５か年加速化対策全123項目について、災害時に効果を発揮した事例等を幅広く調査して、対策
別成果事例を作成しました。なお、令和８年5月までに関係府省庁より報告があったものを取りま
とめています。

※ 河川、道路等の施設分野による区分の索引

 （300～306ページ） もあわせてご覧ください。

No. 対策名 ソフトハード
個別事例

ページ
事業名 事例の実施場所

1
（１） 流域治水対策（河川） 〇 〇

大和川 流域治水整備事業な
ど

奈良県奈良市、北葛城郡
王寺町、生駒郡三郷町、磯
北郡田原本町

42

中川・綾瀬川・直轄河川改修
事業など

東京都足立区、葛飾区、埼
玉県春日部市、草加市、越
谷市、八潮市、三郷市、吉
川市、北葛飾郡松伏町

1
（2）

流域治水対策（下水道） 〇 〇
藤水地区ほか大規模雨水処
理施設整備事業など

三重県津市（半田川田、栗
真町屋、天神排水区）

46

1
（3）

流域治水対策（砂防） 〇 〇
筑後川水系赤谷川特定緊急
砂防事業

福岡県朝倉市 48

1
（4） 流域治水対策（海岸） 〇 〇

香川県沿岸地域における地
震・津波に強い海岸づくり（防
災・安全）

香川県

50下関港海岸直轄海岸保全施
設整備事業

山口県下関市

西国東地区直轄海岸保全施
設整備事業

大分県豊後高田市

1
（5）

流域治水対策（農業水利施設
の整備）

〇

県営農村地域防災減災事業
「東大場・島地区」

茨城県水戸市

54国営総合農地防災事業「庄川
左岸」県営農村地域防災減災
事業「庄川左岸（一～四期）」

富山県砺波市ほか３市

1
（６）

流域治水対策（水田の貯留機
能向上）

〇 〇
農業競争力強化農地整備事
業

宮城県大崎市 58

1
（７）

流域治水対策（国有地を活用
した遊水地・貯留施設の整備
加速）

〇
北才光寺公園雨水貯留施設
整備工事

静岡県静岡市 60

2
防災重点農業用ため池の防
災・減災対策

〇 〇 倉谷池の防災・減災対策 和歌山県橋本市 62

3
山地災害危険地区等におけ
る治山対策

〇 復旧治山事業（峠の沢地区） 秋田県湯沢市 64

4
山地災害危険地区等におけ
る森林整備対策

〇 森林整備事業 秋田県横手市 66

5
自然公園の施設等に関する
対策

〇 〇
支笏洞爺国立公園支笏湖ビ
ジターセンター改修事業

北海道千歳市 68

6 港湾における津波対策 〇 〇
高知港三里地区国際物流
ターミナル整備事業等

高知県高知市 70

7
漁港施設の耐震・耐津波・耐
浪化等の対策

〇
水産生産基盤整備事業（川南
地区）

宮崎県児湯郡川南町 72

8
地震時等に著しく危険な密
集市街地対策

〇 〇
住宅市街地総合整備事業（密
集住宅市街地整備型）

大阪府門真市（北部地区
古川橋駅北）

74

9
住宅・建築物の耐震化による
地震対策

〇 〇 袖ケ浦市庁舎耐震改修事業 千葉県袖ケ浦市 76

10 
災害に強い市街地形成に関
する対策

〇
谷山第三地区土地区画整理
事業

鹿児島県鹿児島市 78

（１）人命・財産の被害を防止・最小化するための対策（５０対策）

１ 激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策［78対策］
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No. 対策名 ソフトハード
個別事例

ページ
事業名 事例の実施場所

11
大規模盛土造成地等の耐震
化に向けた対策

〇 〇
大規模盛土造成地の安全性把
握調査等

栃木県宇都宮市 80

12
地下街の耐震性向上等に関
する対策

〇 〇 地下街防災推進事業 愛知県名古屋市 82

13
私立学校、私立専修学校施設
の耐震化対策（私立学校施
設）

〇
文京学院大学ふじみ野キャン
パス大講義室、食堂天井落下
防止対策

埼玉県ふじみ野市 84

14
私立認定こども園・幼稚園施
設の耐震化対策

〇 日の丸幼稚園耐震補強工事 千葉県船橋市 86

15
公立社会体育施設の耐震化
対策

〇 花山体育館耐震化事業 茨城県東茨城郡城里町 88

16
国立大学等の基盤的設備等
整備対策

〇
基盤的インフラ設備の強靭化
に向けた緊急対策

北海道旭川市（国立大学法
人旭川医科大学全域）

90

17

独立行政法人施設の安全性
確保等に関する対策（国立青
少年教育施設、教職員支援機
構施設、国立特別支援教育総
合研究所）

〇
国立青少年教育施設における
ライフラインの機能強化整備

福島県耶麻郡猪苗代町
（国立磐梯青少年交流の
家）

92

18
国際連合大学本部施設の安
全確保対策

〇
国連大学本部施設の空調設備
更新等

東京都渋谷区 94

19
量子科学技術研究開発機構
耐震改修対策

〇 研究施設等耐震改修
群馬県高崎市、茨城県那珂
市

96

20
国指定等文化財等の防火対
策、耐震対策

〇 〇
重要文化財等防災施設整備事
業

滋賀県彦根市 98

21
国立文化施設の安全確保等
に係る対策

〇 施設整備に向けた調査 京都府京都市 100

22

医療施設の耐災害性強化対
策（給水設備整備対策、非常
用自家発電設備整備対策、ブ
ロック塀整備改修対策、非常
用通信設備整備対策）

〇 医療施設の耐災害性強化対策 神奈川県横浜市 102

23

社会福祉施設等の耐災害性
強化対策（耐震化対策、ブ
ロック塀等対策、水害対策強
化対策、非常用自家発電設備
対策）

〇
認定こども園の耐震化整備事
業

福岡県八女郡広川町 104

24
国土地理院施設の耐災害性
強化対策

〇
国土地理院施設の電気設備の
改修・更新

茨城県つくば市 106

25
海上保安施設等の耐災害性
強化対策

〇
壱岐海上保安署浮桟橋整備事
業

長崎県壱岐市 108

26 法務省施設の防災・減災対策 〇 沼津法務総合庁舎新営工事 静岡県沼津市 110

27 矯正施設の防災・減災対策 〇 高知刑務所耐震改修工事 高知県高知市 112

28
矯正施設の総合警備システム
等警備機器等の更新整備対
策

〇 避難所の開設に関する事業 熊本県熊本市等 114

29
防災公園の機能確保に関す
る対策

〇 白岩運動公園整備事業
佐賀県武雄市（白岩運動公
園）

116

30
公立小中学校、私立学校、私
立専修学校施設の防災機能
強化等対策（私立学校施設）

〇
大学施設における蓄電池設備
の導入事業

千葉県市川市 118

31
災害時に備えた需要家側にお
ける燃料備蓄対策

〇
災害時に備えた社会的重要イ
ンフラの自衛的な燃料備蓄推
進事業

大阪府泉佐野市（日新小学
校）

120
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No. 対策名 ソフトハード
個別事例

ページ
事業名 事例の実施場所

32
天然ガス利用設備による災
害時の強靱性向上対策

〇
災害時の強靱性向上に資する天
然ガス利用設備導入支援事業

茨城県守谷市（市立小中学
校３箇所）

122

33

地方公共団体に対する国有
財産を活用した廃棄物仮置
き場や避難場所の確保等支
援対策

〇
台風に備えた国有財産の無償貸
付

沖縄県宜野湾市 124

34

警察における災害対策に必
要な資機材に関する対策、
警察機動力の確保に関する
対策、警察施設の耐災害性
等に関する対策、警察情報
通信設備等に関する対策

〇 〇
災害対策に必要な資機材の整備
事業など

全国各地の警察施設 126

35
大規模災害等緊急消防援助
隊充実強化対策

〇 〇
大規模災害等緊急消防援助隊充
実強化対策

全国各地の緊急消防援助
隊

128

36
NBC災害等緊急消防援助
隊充実強化対策

〇 〇
緊急消防援助隊のNBC災害対
応資機材の整備

全国各地の緊急消防援助
隊

130

37
大規模災害等航空消防防災
体制充実強化対策

〇 〇
大規模災害等航空消防防災体制
充実強化対策

全国各地の緊急消防援助
隊

132

38
地域防災力の中核を担う消
防団に関する対策

〇 〇

・ 救助用資機材等の整備に
対する補助事業
・ 救助用資機材等を搭載した
消防車両の無償貸付事業

全国各地の消防団 134

39

自衛隊の飛行場施設等の資
機材等対策、自衛隊のイン
フラ基盤強化対策、自衛隊
施設の建物等の強化対策

〇 自衛隊施設の耐震化対策 宮崎県児湯郡新富町 136

40
自治体庁舎等における非常
用通信手段の確保対策

〇 〇
自治体庁舎等における非常用通
信手段の確保

石川県 138

41
住民等への情報伝達手段の
多重化・多様化対策

〇 〇
災害情報伝達手段に関するアド
バイザー派遣事業

全国（アドバイザー派遣希
望のあった市町村）

140

42
消防指令システムの高度化
等に係る対策

〇 消防指令システムの高度化
総務省消防庁、全国の消防
本部

142

43
災害応急対策活動に必要と
なる官庁施設の電力の確保
等対策

〇
中央合同庁舎6号館における自
家発電設備の改修等

東京都千代田区 144

44
休廃止鉱山鉱害防止等工事
に関する対策

〇
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補
助事業

岩手県八幡平市 146

45
防災・減災の基盤となる地
籍調査重点対策

〇 島根県地籍整備事業 島根県雲南市（六重地区） 148

46
グリーンインフラを活用した
防災・減災対策

〇 〇
グリーンインフラを活用した持続
可能なまちづくり（防災・安全）

大阪府八尾市 150

47
指定管理鳥獣捕獲等に関す
る対策

〇 指定管理鳥獣捕獲等事業交付金
静岡県（箱根西麓・金時山
地域）、神奈川県（明神ヶ岳
周辺地域）

152

48
高濃度PCB処理施設に関
する対策

〇
高濃度PCB処理施設の補修等
の実施

全国各地の高濃度PCB処
理施設

154

49
PCB早期処理に向けた対
策

〇
PCB廃棄物の適正処理対策の
推進

‐ 155

50
放射線監視体制の機能維持
に関する強化対策

〇 〇
アルミパネル観測局無停電電源
装置更新

福井県 156
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（２）交通ネットワーク・ライフラインを維持し、国民経済・生活を支えるための対策（２８対策）

No. 対策名 ソフトハード
個別事例

ページ
事業名 事例の実施場所

51

高規格道路のミッシングリ
ンク解消及び４車線化、高
規格道路と直轄国道とのダ
ブルネットワーク化等によ
る道路ネットワークの機能
強化対策

〇

四国横断自動車道
阿南四万十線（四万十町中央～
四万十間）

高知県高岡郡四万十町～
四万十市

160

東九州自動車道
清武JCT～北郷

宮崎県宮崎市～日南市

52
道路の法面・盛土の土砂災
害防止対策

〇 国道２号（山口県岩国市） 山口県岩国市 164

53
道路の高架区間等を活用し
た津波や洪水からの浸水避
難対策

〇
国道235号（北海道勇払郡厚真
町）

北海道勇払郡厚真町 166

54
市街地等の緊急輸送道路に
おける無電柱化対策

〇 〇 国道190号日の出電線共同溝 山口県山陽小野田市 168

55
渡河部の橋梁や河川に隣接
する道路構造物の流失防止
対策

〇 国道13号流失防止対策 山形県尾花沢市 170

56
信号機電源付加装置の更
新・整備に関する対策

〇
信号機電源付加装置更新・整備
事業

全国各地の信号機 172

57
老朽化した信号機等の交通
安全施設等の更新に関する
対策

〇
老朽化した交通安全施設等の更
新事業

全国各地の信号機 173

58
豪雨による鉄道河川橋梁の
流失・傾斜対策、豪雨による
鉄道隣接斜面の崩壊対策

〇
秋田内陸縦貫鉄道における法面
固定事業

秋田県北秋田市 174

59
地下鉄、地下駅、電源設備
等の浸水対策

〇
鉄道施設総合安全対策事業（浸
水対策）

愛知県名古屋市 176

60
大規模地震による駅、高架
橋等の倒壊、損傷対策

〇
鉄道施設総合安全対策事業（耐
震対策）

東京都町田市 178

61
港湾の耐災害性強化対策
（地震対策、高潮・高波対策、
走錨対策、埋塞対策）

〇 〇
新潟港西港地区防波堤整備事業新潟県新潟市

180

名古屋港ふ頭再編整備事業 愛知県海部郡飛島村

62

航路標識の耐災害性強化対
策（海水浸入防止対策、電源
喪失対策、監視体制強化対
策、信頼性向上対策）

〇 〇 船舶交通安全基盤整備事業 鹿児島県薩摩川内市 184

63 走錨事故等防止対策 〇 船舶交通安全基盤整備事業 神奈川県横浜市 186

64
(1)
(2) 

空港の耐災害性強化対策
（護岸嵩上げ・排水機能強化
による浸水対策、滑走路等
の耐震対策）

〇 新潟空港の浸水対策 新潟県新潟市 188

64
(3)
(4) 

空港の耐災害性強化対策
（空港ターミナルビルの電源
設備等の止水対策、空港
ターミナルビルの吊り天井
の安全対策）

〇
宮崎空港旅客ターミナルビル電
源設備等の止水対策

宮崎県宮崎市（宮崎空港旅
客ターミナルビル ）

190

64
(5)
(6) 

空港の耐災害性強化対策
（空港の無線施設等の電源
設備等の浸水対策/空港
BCPの実効性強化対策）

〇 新潟空港における訓練の視察会 新潟県新潟市（新潟空港） 192

65 送電網の整備・強化対策 〇 送電網の強靱化に向けた取組 全国各地の送電網 194
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２ 予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策［21対策］

No. 対策名 ソフトハード
個別事例

ページ
事業名 事例の実施場所

66
災害時に役立つ避難施設・防
災拠点の再エネ・蓄エネ設備
に関する対策

〇
小城市庁舎への再エネ設備等
の導入事業

佐賀県小城市三日月町 196

67 製油所等のレジリエンス強化 〇
製油所等のレジリエンス
強化対策

全国各地の製油所等 198

68
SS等の災害対応能力強化対
策

〇 〇
SS等の災害対応能力強化対
策

全国各地のSS（サービスス
テーション）等

199

69
LPガス充填所の災害対応能
力強化対策

〇 〇
LPガス地域防災対応体制
整備支援

全国各地の中核充填所 200

70
(1)

水道施設（浄水場等）の耐災
害性強化対策

〇 非常用自家発電設備設置事業 茨城県筑西市 202

70
(2)

上水道管路の耐震化対策 〇 水道管路緊急改善事業 青森県八戸市 204

71
工業用水道の施設に関する
耐災害性強化対策

〇 〇
苫小牧地区工業用水道強靱化
事業

北海道苫小牧市 206

72 下水道施設の地震対策 〇
信濃川下流流域下水道（長岡
処理区）下水道総合地震対策
事業

新潟県長岡市、小千谷市 208

73 浄化槽に関する対策 〇 浄化槽整備事業 福岡県大牟田市 210

74 卸売市場の防災・減災対策 〇 災害時の食品供給の体制整備 兵庫県姫路市 212

75 園芸産地事業継続対策 〇
非常用電源の導入による園芸
産地の事業継続強化対策

栃木県芳賀郡市貝町 214

76
一般廃棄物処理施設に関す
る対策

〇
小平・村山・大和衛生組合
新ごみ処理施設建設工事

東京都小平市 216

77 海岸漂着物等に関する対策 〇
海岸漂着物等地域対策推進事
業

全国各地の海岸や
港湾施設等

218

78
大学・高専の練習船を活用し
た災害支援対策

〇
災害支援機能を有する練習船
整備事業

全国各地の大学・高等専門
学校

220

No. 対策名 ソフトハード
個別事例

ページ
事業名 事例の実施場所

79
（1）

河川管理施設の老朽化対策 〇 梯川河川維持修繕事業 石川県小松市 224

79
（2）

河川管理施設の高度化・効率
化対策

〇
太田川河川工作物応急対策事
業

広島県広島市 226

80
ダム管理施設の老朽化対策、
堆砂対策

〇
有間ダム 防災・安全交付金事
業

埼玉県飯能市 228

81
砂防関係施設の長寿命化対
策

〇
甚之助谷地区直轄地すべり対
策事業

石川県白山市 230

82 海岸保全施設の老朽化対策 〇
白浜海岸 海岸メンテナンス事
業

和歌山県西牟婁郡白浜町 232

83 下水道施設の老朽化対策 〇
多治見市における下水道管路
の老朽化対策

岐阜県多治見市 234

84 道路施設の老朽化対策 〇
一般県道辛川鹿本線
合志川橋橋梁補修事業道路施
設の老朽化対策

熊本県菊池市泗水町 236

85 都市公園の老朽化対策 〇
国営公園等事業（国営武蔵丘
陵森林公園）

埼玉県比企郡滑川町 238

86
老朽化した公営住宅の建替に
よる防災・減災対策

〇
桜の宮周辺地区地域居住機能
再生推進事業

兵庫県神戸市 240

87 港湾における老朽化対策 〇 北九州港予防保全事業 福岡県北九州市 242

88
予防保全に基づいた鉄道施
設の老朽化対策

〇
鉄道施設総合安全対策事業
（老朽化対策）

岩手県岩手郡岩手町 244
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（１）国土強靱化に関する施策のデジタル化（１２対策）

３ 国土強靱化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化等の推進［24対策］

No. 対策名 ソフトハード
個別事例

ページ
事業名 事例の実施場所

89 空港の老朽化対策 〇
那覇空港老朽化対策（滑走路
改良）

沖縄県那覇市 246

90 航路標識の老朽化等対策 〇 船舶交通安全基盤整備事業 宮城県石巻市 248

91
農業水利施設等の老朽化、豪
雨・地震対策

〇 〇
国営かんがい排水事業 須川地
区

岩手県一関市 250

92
公立小中学校施設の老朽化
対策

〇 長寿命化改良事業 東京都北区 252

93
国立大学施設等の老朽化・防
災機能強化対策

〇
（黒髪他）ライフライン再生（給
排水設備等）

熊本県熊本市
254

（戸畑）共創環境形成拠点施設 福岡県北九州市

94
国立女性教育会館の施設の
安全確保等対策

〇
独立行政法人国立女性教育会
館屋上防水改修工事

埼玉県比企郡嵐山町 258

95
放送大学学園の施設整備に
関する対策

〇
放送及び学習環境の防災・減
災機能の強化

千葉県千葉市 259

96
日本芸術院会館の老朽化・修
繕対策

〇 日本芸術院施設整備事業 東京都台東区 260

97
史跡名勝天然記念物等の老
朽化対策

〇
歴史活き活き！史跡等総合活
用整備事業

岡山県津山市 262

98
国立研究開発法人施設等のイ
ンフラ整備対策

〇
人形峠環境技術センターの安
全対策

岡山県苫田郡鏡野町、鳥取
県東伯郡湯梨浜町

264

99
量子科学技術研究開発機構
被ばく医療共同研究施設改
修対策

〇
被ばく医療共同研究施設の改
修

千葉県千葉市 266

No. 対策名 ソフトハード
個別事例

ページ
事業名 事例の実施場所

100
連携型インフラデータプラッ
トフォームの構築等、インフ
ラ維持管理に関する対策

〇 〇
連携型インフラデータプラット
フォームの構築

‐ 268

101
河川、砂防、海岸分野におけ
る施設維持管理、操作の高
度化対策

〇 川内川河川維持修繕事業 鹿児島県薩摩川内市 270

102
無人化施工技術の安全性・
生産性向上対策

〇
建設機械等の自動化・遠隔化
技術の現場実装

‐ 272

103
施工の効率化・省力化に資
する対策

〇
インフラ構造物の３次元データ
の活用

‐ 273

104
ITを活用した道路管理体制
の強化対策

〇 国道8号交通安全対策 福井県敦賀市 274

105
港湾におけるデジタル化に
関する対策

〇 〇
３次元データの活用サイバー
ポート（港湾インフラ分野）の構
築

全国各地の港湾 276

106
電子基準点網の耐災害性強
化対策

〇 〇 電子基準点網の耐災害性強化 全国各地の電子基準点 278

107
地図情報等の整備による被
害低減対策

〇 地形分類情報の整備 ‐ 279

108

インフラDXネットワークの
整備（国土強靱化施策を円
滑に進めるためのインフラ
DX等の推進に係る対策）

〇
インフラDXネットワークの整
備

‐ 280

109
防災・減災、国土強靱化を担
う建設業の担い手確保等に
関する対策

〇
建設キャリアアップシステム活
用の促進

‐ 281
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（２）災害関連情報の予測、収集・集積・伝達の高度化（１２対策）

No. 対策名 ソフトハード
個別事例

ページ
事業名 事例の実施場所

110
防災計画に資する活断層情
報の解析・評価、集約・情報提
供対策

〇
熊本市及びその周辺地域での
反射法地震探査・ボーリング調
査

熊本県熊本市及びその周
辺地域

282

111
防災計画に資する火山情報
の解析・評価、集約・情報提供
対策

〇
日光白根及び三岳火山地質図
の整備

栃木県日光市及び群馬県
利根郡片品村周辺

284

No. 対策名 ソフトハード
個別事例

ページ
事業名 事例の実施場所

112
スーパーコンピュータを活用
した防災・減災対策

〇
スーパーコンピュータ「富岳」の
開発と早期の成果創出への取
組

兵庫県神戸市 288

113
線状降水帯の予測精度向上
等の防災気象情報の高度化
対策

〇
線状降水帯の予測精度向上等
の防災気象情報の高度化対策

‐ 289

114
高精度予測情報等を通じた
気候変動対策

〇 〇
気候変動適応戦略イニシアチ
ブ

‐ 290

115
河川、砂防、海岸分野におけ
る防災情報等の高度化対策

〇
河川管理者とダム管理者との
間の情報網整備

全国各地の河川・ダム 291

116
港湾における災害情報収集
等に関する対策

〇 〇 災害監視システムの導入 全国各地の港湾 292

117
港湾における研究開発に関
する対策

〇 〇
港湾施設における設計法の高
度化に関する研究開発

全国各地の港湾 293

118
地震・津波に対する防災気象
情報の高度化対策

〇
地震・津波に対する防災気象情
報の高度化対策

‐ 294

119
火山噴火に対する防災気象
情報の高度化対策

〇
火山噴火に対する防災気象情
報の高度化対策

‐ 295

120
地震津波火山観測網に関す
る対策

〇 〇
海底地震・津波観測網の構築・
運用

‐ 296

121
国立大学等の最先端研究基
盤の整備対策

〇
国立大学等の最先端研究基盤
の整備対策による国土強靱化
への貢献

‐ 297

122
被害状況等の把握及び共有
のための対策

〇
消防庁被害情報収集・共有シス
テムの整備

‐ 298

123
防災チャットボットの開発等、
SIP 国家レジリエンスに関す
る対策

〇
SIP「国家レジリエンス（防災・
減災）の強化」

‐ 299
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① 対策名称 ５か年加速化対策の番号、名称

② 対策アイコン ソフト対策 対策の種別（ソフト/ハード）のアイコン
※ 両方該当する場合は、２つのアイコンを掲載

ハード対策

施策グループ 該当する施策グループのうち、特に関連性が強い
施策グループの番号
※ 施策グループについてはP.8、P.10を参照

施設分野 対策を実施する主な施設のアイコン

府省庁シンボルマーク 対策を所管する府省庁のシンボルマーク

内閣府 警察庁 消防庁 こども家庭庁

法務省 文部科学省 文化庁

厚生労働省

経済産業省 国土交通省 国土地理院 気象庁

海上保安庁 環境省 防衛省

対策別成果事例の見方

① ⑤② ⑥

③

⑧

④ ⑦

1-1

対策の内容 個別事例

※ P.39のように個別事例を掲載
していない対策もあります。
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⑥

③ 予算額 ５か年加速化対策（加速化・深化分）の予算額
※ 千万の位を四捨五入し、億単位で記載（ただし、１億円未満の場合は百万の位を四捨五入し、千万の位まで記載。
予算がない場合は「-」と記載）

④ 目標達成の
見通し

対策の重要業績評価指標（KPI）の進捗状況
※ １つの対策に３つ以上のKPIが設定されている場合、２つに限定して掲載
※ 調査が未実施あるいは調査中のため記載されていない場合がある。また、令和７年度の数値は見通しや関係府
省庁による推計を含む

⑤ 事例種別 効果発揮事例 実際の災害で効果を発揮した事例（この場合⑦は「効果」）

整備事例 今後の災害で効果を発揮することが期待される事例（この場
合⑦は「見込まれる効果」）

効果発揮事例
（防災＋α）

防災・減災上の効果のみならず、地域経済活性化等の効果を発
揮した又は発揮することが期待される事例
※ No.1-(1)、1-(5)、51、61、93が該当

⑥ 事業情報 実施主体 事業の実施主体

実施場所 事業の実施場所
※ 個別事例の掲載がない対策について、システム構築事業など対策の効果が全
国に波及する場合は「-」と記載

事業名 事業の名称

⑦ 効果種別 効果 実際の災害で発揮された効果

見込まれる効果 今後の災害で発揮される見込みの効果

⑧ 対策区分 該当する５か年加速化対策の区分 ※ 詳細はP.13を参照

対策の内容




